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は
じ
め
に

律
令
行
政
単
位
名
や
人
名
を
記
し
た
篦
書
須
恵
器
は
、
調
庸
な
ど
の
荷
札
木
簡
と
記

載
事
項
が
重
な
る
た
め
、
須
恵
器
の
調
納
制
に
関
係
す
る
と
理
解
さ
れ
る
。
典
型
例
と

し
て
は
、
次
の
資
料
が
挙
げ
ら
れ
る
。

・
福
岡
県
大
野
城
市
牛
頸
ハ
セ
ム
シ
窯
跡
出
土
須
恵
器

　

「
筑
紫
前
国
奈
珂
郡

　
　

手
東
里
大
神
マ
得
身

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

并
三
人

　
　

調
大

一
隻
和
銅
六
□
」

東
海
地
域
の
猿
投
窯
周
辺
、
尾
北
窯
で
も
同
種
の
も
の
が
出
土
し
て
い
る
。
本
稿
で

は
、
記
銘
の
う
ち
、「
五
十
戸
」
表
記
に
着
目
し
て
年
代
を
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

一　

荷
札
木
簡
か
ら
み
た
行
政
単
位
名
の
変
遷

地
方
行
政
単
位
の
表
記
は
、
荷
札
木
簡
な
ど
か
ら
次
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
る
。

乙
丑
年
（
天
智
四
、六
六
五
）
国
・
評
・
五
十
戸
の
荷
札
木
簡
あ
り
。

な
お
、天
智
九
（
六
七
〇
）
庚
午
年
籍
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、そ
れ
よ
り
前
で
あ
る
。

〜
天
武
一
〇
（
六
八
一
）　

国

－

評

－

五
十
戸
の
み

天
武
一
二
〜　
　
　
　
　
　

国

－

評

－

五
十
戸
／
里　

併
存

持
統
二
（
六
八
八
）
〜　
　

国

－

評

－

里　

飛
鳥
浄
御
原
令
制

大
宝
元
（
七
〇
一
）
〜　
　

国

－

郡

－

里　

大
宝
令
制
（
＝
養
老
令
制
）

霊
亀
三
（
七
一
七
）
〜　
　

国

－

郡

－

郷

－

里

天
平
一
二
（
七
四
〇
）
〜　

国

－

郡

－

郷

な
お
、「
五
十
戸
」
の
終
見
は
「
丁
亥
年
」（
持
統
元
、
六
八
七
）
で
あ
り
、「
里
」

の
初
見
は
「
癸
未
年
」（
天
武
一
二
、六
八
三
）
で
あ
る
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
木
簡
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
、
二
〇
一
五
年
五
月
八
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
一
五
）

《
論
文
》

愛
知
県
春
日
井
市
高
蔵
寺
第
二
号
窯
出
土
篦
書
須
恵
器
の
年
代
に
つ
い
て

古
尾
谷　

知　

浩
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二　

春
日
井
市
高
蔵
寺
第
二
号
窯
出
土
篦
書
須
恵
器
大

次
に
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
、
春
日
井
市
高
蔵
寺
第
二
号
窯
（
Ｃ
2
号
窯
）
出
土
篦

書
須
恵
器
大

の
記
載
に
つ
い
て
挙
示
す
る
。

・「
□
本
五
十
戸
□
□

」

・「
岡
本
里
凡
人
ア
×
」

「
五
十
戸
」
と
「
里
」
が
併
存
し
て
お
り
、
こ
れ
が
荷
札
木
簡
の
記
載
と
連
動
し
て

い
る
な
ら
ば
、天
武
朝
末
年
〜
持
統
朝
初
年
、六
八
〇
年
代
前
後
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。

三　

消
費
遺
跡
出
土
資
料

次
に
、
宮
都
近
傍
の
消
費
遺
跡
で
出
土
し
た
資
料
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

石
神
遺
跡
Ｃ
期
（
天
武
・
持
統
朝
）
遺
構
か
ら
出
土
し
た
篦
書
須
恵
器
に
、「
岡
本
」

銘
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
サ
ト
名
の
共
通
性
か
ら
、
Ｃ
2
号
窯
産
と
推
定
で
き
る
。

つ
ま
り
、
生
産
遺
跡
、
消
費
遺
跡
と
も
年
代
に
矛
盾
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
常
識
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
消
費
遺
跡
の
年
代
（
埋
没
し
た
年
代
）

は
、そ
れ
よ
り
も
前
に
当
該
須
恵
器
が
生
産
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。
事
実
、

平
城
宮
造
酒
司
跡
か
ら
出
土
し
た
須
恵
器
の

に
、「
斯
野
伎
×
」「
□
野
伎
五
十
戸

」

と
刻
書
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
（
こ
れ
は
愛
知
県
春
日
井
市
神
屋
一
号
窯
か
ら
出
土

し
た
須
恵
器
大

の「
□
□
春
ア
之
奴
支
」の
刻
書
と
対
応
し
て
い
る
）。
新
し
い
遺
跡
・

遺
構
か
ら
出
土
し
て
い
て
も
、
当
該
資
料
の
生
産
年
代
が
新
し
い
と
は
言
え
な
い
。
消

費
遺
跡
の
年
代
を
根
拠
に
「
五
十
戸
」
銘
須
恵
器
の
生
産
年
代
を
下
げ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。四　

 『
愛
知
県
史
』
別
編
・
窯
業
一
古
代
猿
投
系
（
二
〇
一
五
年

三
月
）
に
つ
い
て

本
稿
で
は
、
須
恵
器
の
編
年
を
議
論
す
る
能
力
は
無
い
。
あ
く
ま
で
「
五
十
戸
」
表

記
の
年
代
の
問
題
を
議
論
す
る
こ
と
と
す
る
。

『
愛
知
県
史
』
別
編
・
窯
業
一
、
古
代
猿
投
系
で
は
、
高
蔵
寺
第
二
号
窯
は
Ｃ
2
号

窯
式
期
の
標
式
窯
で
あ
り
、「
八
世
紀
第
1
四
半
期
」
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

根
拠
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

根
拠
（
一
）
刻
書
陶
器
に
つ
い
て
「
木
簡
の
研
究
か
ら
、「
五
十
戸
」
表
記
か
ら
「
里
」

表
記
に
変
わ
る
の
は
七
〇
〇
年
頃
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。」（
引
用
）

根
拠
（
二
）
消
費
遺
跡
に
つ
い
て
「
石
神
遺
跡
Ｃ
期
・
藤
原
宮
基
幹
排
水
路
Ｓ
Ｄ

一
〇
五
・
Ｓ
Ｄ
二
三
〇
〇
か
ら
Ｃ
2
号
窯
式
期
の
須
恵
器
が
出
土
し
て
い
る
。」（
要
約
）

根
拠
（
一
）
は
、
前
述
の
通
り
、
事
実
誤
認
で
あ
る
。
根
拠
（
二
）
は
、
遺
構
の
年

代
（
天
武
・
持
統
朝
）
と
遺
物
の
年
代
（
八
世
紀
第
1
四
半
期
）
が
矛
盾
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
木
簡
表
記
の
年
代
に
依
存
せ
ず
、
考
古
遺
物
を
根
拠
と
し
て
Ｃ
2
号
窯

式
期
を
八
世
紀
第
1
四
半
期
に
下
げ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
反
論
す
る
能
力
も
意

志
も
無
い
。
八
世
紀
第
1
四
半
期
の
窯
に
お
い
て
、
古
い
遺
物
と
し
て
「
五
十
戸
」
銘

須
恵
器
が
混
入
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
調
庸
付
札
な
ど
、
国
家
の

制
度
に
基
づ
い
た
表
記
で
な
け
れ
ば
、
古
い
表
記
が
新
し
い
時
代
に
残
る
こ
と
は
あ
り

得
る
（
山
路
直
充
「「
大
伴
五
十
戸
」
と
記
銘
さ
れ
た
軒
丸
瓦
」『
駿
台
史
学
』

一
三
七
、二
〇
〇
九
年
）。
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
Ｃ
2
号
窯
式
期
が
八
世
紀
第

（
一
六
）
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1
四
半
期
で
あ
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
い
く
つ
か
の
問
題
が
生
ず
る
。
ま
ず
、

須
恵
器
の
篦
書
が
国
家
の
制
度
的
な
表
記
で
な
い
と
す
る
と
、
尾
張
の
「
五
十
戸
」
銘

須
恵
器
は
調
庸
付
札
と
は
別
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、同
種
の
篦
書
は
、

須
恵
器
の
調
納
制
と
切
り
離
さ
れ
る
（
従
来
は
、「
岡
本
」
銘
須
恵
器
が
調
と
し
て
納

入
さ
れ
た
結
果
、
石
神
遺
跡
な
ど
で
出
土
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
〈
巽
淳
一
郎
（
研

究
代
表
者
）『
記
号
・
文
字
・
印
を
刻
し
た
須
恵
器
の
集
成
』
平
成
九
年
〜
一
一
年
度

科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
2
）
研
究
成
果
報
告
、二
〇
〇
〇
年
〉）。
従
っ
て
、

須
恵
器
調
納
制
の
根
拠
の
一
つ
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
の
牛
頸
ハ
セ
ム
シ
窯

資
料
は
明
確
に
「
調
」
と
あ
る
か
ら
、
尾
張
の
篦
書
と
は
異
な
る
性
格
の
も
の
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
八
世
紀
第
1
四
半
期
に
生
産
さ
れ
た
須
恵
器
が
、
石
神
遺

跡
Ｃ
期
、
藤
原
宮
期
前
半
（
七
世
紀
）
の
遺
構
か
ら
出
土
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、飛
鳥
・
藤
原
地
域
の
七
世
紀
の
遺
構
か
ら
出
土
す
る
「
岡

本
」
銘
須
恵
器
や
同
種
の
も
の
は
、
八
世
紀
第
1
四
半
期
の
高
蔵
寺
第
二
号
窯
産
で
は

な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
。
あ
る
い
は
逆
の
可
能
性
を
い
え
ば
、
石
神
遺
跡
Ｃ
期
遺
構

出
土
資
料
は
八
世
紀
第
1
四
半
期
の
も
の
と
い
う
結
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。

も
ち
ろ
ん
、石
神
遺
跡
Ｃ
期
遺
構
が
、後
の
時
代
ま
で
開
い
て
い
て
、八
世
紀
に
な
っ

て
Ｃ
2
号
窯
式
期
の
須
恵
器
が
廃
棄
さ
れ
た
と
い
う
理
解
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
出
土
木
簡
は
七
世
紀
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
須
恵
器
に
つ
い
て
は
後
世

の
遺
物
が
混
入
し
た
が
木
簡
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
強

引
な
解
釈
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

お
わ
り
に

以
上
の
こ
と
か
ら
、
Ｃ
2
号
窯
式
期
の
実
年
代
は
再
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。

（
一
七
）






